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四国電力株式会社伊方発電所第３号機の 
原子炉等規制法に基づく工事の計画の認可申請の概要 

 
１．申請者及び申請年月日等 

申請者：四国電力株式会社 取締役社長 佐伯 勇人 

申請年月日等： 

平成３１年 ２月２７日（原子力発第１８２９５号） 

  補正年月日等： 

令和 元年１２月２３日（原子力発第１９３３３号） 

令和 ２年 １月１０日（原子力発第１９３４４号） 

令和 ２年 １月２１日（原子力発第１９３６４号） 

令和 ２年 ３月１１日（原子力発第１９３９１号） 

 

 

２．発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 

名 称：伊方発電所 

所在地：愛媛県西宇和郡伊方町 

  

３．発電用原子炉施設の出力及び周波数 

出 力：   ２，０２２，０００ｋＷ 

第１号機：   ５６６，０００ｋＷ 

第２号機：   ５６６，０００ｋＷ 

第３号機：   ８９０，０００ｋＷ（今回申請分） 

 

周波数 ：        ６０Ｈｚ 

 

４．申請範囲 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

６ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用

規格 

７ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンに係るものを除く。） 

１１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用
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基準及び適用規格 

１２ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

蒸気タービン 

３ 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 

４ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るも

のを除く。） 

１０ 計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を

除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

１１ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

発電用原子炉の運転を管理するための制御装置 

２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 

・中央制御室機能 

 

放射線管理施設 

４ 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

５ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 
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原子炉格納施設 

４ 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

 ５ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

その他発電用原子炉の附属施設 

１ 非常用電源設備 

２ 非常用発電装置 

（１） ガスタービン 

イ ガスタービン 

常設 

・非常用ガスタービン発電機ガスタービン 

ハ 調速装置及び非常調速装置 

・非常用ガスタービン発電機調速装置 

・非常用ガスタービン発電機非常調速装置 

（４） 燃料設備 

イ ポンプ 

常設 

・非常用ガスタービン発電機燃料油移送ポンプ 

ロ 容器 

常設 

・非常用ガスタービン発電機燃料油サービスタンク 

・非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽 

ニ 主配管 

常設 

・主配管 

（５） 発電機 

イ 発電機 

常設 

・非常用ガスタービン発電機 

ロ 励磁装置 

常設 

・非常用ガスタービン発電機励磁装置 

ハ 保護継電装置 

・非常用ガスタービン発電機保護継電器 

ニ 原動機との連結方法 

・直結（非常用ガスタービン発電機） 
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４ 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

５ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

４ 火災防護設備 

１ 火災区域構造物及び火災区画構造物 

・非常用ガスタービン発電機建屋 

・非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽 

２  消火設備 

（２）容器 

常設 

・ハロンボンベ（非常用ガスタービン発電機建屋） 

（５）主配管 

・主配管 

３ 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

４ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

 

５．工事の種類・内容 

種類：発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事 

内容：非常用ガスタービン発電機を設置等の変更 

 

６．申請理由 

非常用電源設備の信頼性向上の観点から、重大事故等対処設備として、非常

用ガスタービン発電機を設置する。 


